
撮影・収録 要項 

１、許可申請が必要な場合 

①御祈祷や結婚式等を行う参拝者に随行した撮影。

②境内を使用したロケーション撮影や人物撮影等、営利の発生する営業撮影。

・初穂料として 10,000(×1 日)をご奉納いただきます。

・告知・宣伝等をする場合は、告知・宣伝等を開始する前に許可申請が必要です。

③当社に関するすべての事柄について、テレビ・ネット配信・ラジオ・新聞・書籍・広告・論文等にて

放送・掲載・配信を目的とした撮影及び可能性のある撮影。

・放送・掲載等にあたり、収録物または刊行物を一部ご奉納いただきます。

④三脚を使用する等して、一時的に境内の一部を占有する撮影。

２，許可申請が必要でない場合 

①神社から発信されたプレスリリースに応じた撮影。

②営利の発生しないプライベートの撮影(家族間や友人間等)。但し、状況により申請書の提出を

求める場合もあります。

③特に神社が認めた撮影。

３，申請が認められない場合 

①自社製品のパッケージおよび広告、販促等に使用することを目的とした撮影。

②境内の写真・映像を提供(販売・貸与・譲渡)することを目的とした撮影。

③神社の理念に反する企画や神社及び授与品の尊厳を冒す懸念がある撮影。

④当社の許可を得ていない画像・映像を使用した放送・掲載等を企画している。

４，撮影時の厳守事項 

①神社及び授与品の尊厳を冒さないこと。

②祭典・行事の執行及び参拝者の妨げにならないこと。

③許可を得た場所以外で撮影を行わないこと。

④当社発行の許可証を携帯すること。(第三者が見て判断できる位置とする)

⑤申請内容以外の撮影や使用及び提供(販売・貸与・譲渡)一切をしないこと。

※上記の内容が順守されない時や、神社が不適切(神社及び氏子・崇敬者の名誉・利益に反する行

為等)と判断した場合は、直ちに撮影を停止して退去に応じること。

５，責任及び賠償について 

①撮影時及び掲載・放送により発生したトラブルやあらゆる損害について、神社は一切の責任を

負わない。

②写っている人物・名称・物品・建造物・場所等についての肖像権・商標権・著作権・使用権に関し

て、申請者の責任において解決すること。

③神社に関する誤った情報が放送・掲載された際には、直ちに訂正の放送・掲載をすること。

④上記①～③について、緊急の対応に際して発生した費用は、申請者が負担するものとする。

６，許可申請方法 

伊佐須美神社社務所備付の申請書に記載してお申し込みください。 

一部の事前申請が必要なものを除き、当日事前の受付で結構です。 

以 上 

伊佐須美神社社務所 




